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平成２７年度

第２０回大分県教育委員会

【議 事】

（１）議 案

第１号議案 教職員の懲戒処分について

第２号議案 教職員の懲戒処分について

（２）報 告

①取消訴訟の判決について

②平成２７年度おおいた子ども読書活動推進事業の取組について

③大分県立中津北高等学校柔道事故調査報告書について

（３）協 議

①県立学校における政治的教養の教育に関する指針（案）について

（４）その他
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【内 容】

１ 出席者

委 員 教育長 工 藤 利 明

委員 林 浩 昭

委員 岩 崎 哲 朗

委員 松 田 順 子

委員 首 藤 照 美

委員 高 橋 幹 雄

欠席委員なし

事務局 教育次長 宮 迫 敏 郎

教育次長 落 合 弘

教育次長 大 城 久 武

参事監兼教育財務課長 岡 田 雄

参事監兼高校教育課長 岩 武 茂 代

教育改革・企画課長 能 見 駿一郎

教育人事課長 藤 本 哲 弘

福利課長 姫 野 浩 之

義務教育課長 後 藤 榮 一

生徒指導推進室長 江 藤 義

特別支援教育課長 後 藤 みゆき

社会教育課長 曽根﨑 靖

人権・同和教育課長 甲 斐 順 治

文化課長 野 尻 明 敬

体育保健課長 蓑 田 智 通

教育改革・企画課主幹 伊 藤 功 二

教育改革・企画課主査 石 丸 一 輝

２ 傍聴人 １３ 名
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開会・点呼

（工藤教育長）

それでは、委員の出席確認をいたします。

本日は、全委員が出席です。

ただいまから平成２７年度 第２０回教育委員会会議を開きます。

署名委員指名

（工藤教育長）

本日の議事録の署名委員でございますが、松田委員にお願いしたいと

思います。

会期の決定

（工藤教育長）

本日の教育委員会会議はお手元の次第のとおりです。

会議の終了は１５時０５分を予定しています。

よろしくお願いします。

議 事

（工藤教育長）

はじめに、会議は原則として公開することとなっておりますが、会議

を公開しないことについてお諮りします。

第１号議案及び第２号議案については、人事に関する案件ですので、

地方教育行政の組織及び運営に関する法律第１４条第７項ただし書の規

定により、これを公開しないことについて委員の皆さんにお諮りいたし

ます。
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公開しないことに賛成の委員は挙手をお願いします。

（採 決）

それでは、第１号議案及び第２号議案については、非公開といたしま

す。

本日の議事進行は、はじめに公開による議事を行い、次に非公開によ

る議事を行います。

【報 告】

①取消訴訟の判決について

（工藤教育長）

それでは、報告第１号「取消訴訟の判決について」藤本教育人事課長

から報告いたします。

（藤本教育人事課長）

去る１月１４日に第一審判決がありましたので、報告をいたします。

資料の「１ 事件名」「２ 判決期日」「３ 当事者」については、お

手元の資料のとおりです。

「４ 原告の請求の趣旨」については、①教育委員会が行った採用決

定取消処分の取消しを求めるとともに、②精神的苦痛に対する慰謝料等

として７７０万円を支払えというものでした。

「 ５判決の結果（１）主文」にありますとおり、判決は本件採用決

定の違法性を認め、本件取消処分は適法であることから、原告の取消処

分の取消し請求を棄却するとともに、慰謝料等として４００万円の支払

いを命じるというものです。次に、「（２）事実認定」として、平成２０

年度選考試験においていわゆる口利き依頼がされた結果、原告について

は二次試験の成績に加点され、本来、不合格であったものが合格したこ

とが認定されています。

次に、「（３）争点に対する判断」についてです。本訴訟の争点は、「①」

から「③」の３点、すなわち取消処分の前提として本件採用が違法かど

うか、そして本件取消処分が適法であるか、さらには公務員の行為に国

家賠償法上の違法が認められるかです。

１点目の「本件採用の違法性について」ですが、昨年判決のありまし

た別事件では、採用が地方公務員法１５条に反して違法と評価されるの

は「能力の実証を行わず、情実に基づき、不公正な人事を行うこと」と



- 5 -

いう法律解釈を行い、「原告が情実に基づいて採用されたとの証拠はな

い」として、「採用は適法である」と判断されました。一方、今回の判

決では、「教育公務員の採用は任命権者の広範な裁量に委ねられている」

とした上で、「重要な事実の基礎を欠く場合や、その判断が著しく合理

性を欠くなど社会通念上看過し得ない瑕疵がある場合に限り、裁量の範

囲を超え、又は濫用したものとして違法になる」との裁判所による審査

基準が示されました。そして、加点によって合格水準に達した本件採用

は「唯一の判断資料である本件選考試験の成績という重要な事実につい

ての基礎を欠いて」いること、「しかも、上記口利きにより合否判定が

歪められており、社会通念に照らしても看過できるものではなく、裁量

権を逸脱し又は濫用したものとして違法である。」との判断がなされま

した。

２点目の「本件取消処分の適法性について」ですが、「適法か否かは、

本件採用を維持することによる公益上の不利益と、これを取り消される

ことによる原告の不利益との比較衡量による」との裁判所による審査基

準が示されました。そして、「本件採用を維持することによる公益上の

不利益は、原告が被る不利益と比較しても重大であり、本件採用を維持

することは公共の福祉の観点に照らし、著しく相当性を欠くから、本件

取消処分は適法である」との判断がなされました。

３点目の「国家賠償法上の違法性について」ですが、「本件採用は、

改ざん行為に基づいており、地公法１５条に反する処分である」「教諭

を目指して真摯に取り組んでいた原告らの信頼を裏切るものであって、

その違法性は重大であり、慰謝料を算定する上でも特に重視される事情

といえる」などとされています。

本件取消処分は、当時、県教育委員会において慎重に審議し判断した

ものであり、取消処分が適法との判決は妥当なものと考えます。しかし

ながら、損害賠償が認められた部分については今後、判決の内容につい

て弁護士等とも十分検討した上で、改めて教育委員会会議で協議させて

いただきたいと考えております。

以上でございます。

（工藤教育長）

ただ今説明のありました報告につきまして、ご質問・ご意見等のある

方はお願いします。

（岩崎委員）

今回の判決は前回の別案件の判断と異なり、私としては極めて妥当な

判決だと思っています。ただし、慰謝料として４００万円の支払いを認

めた部分については、その根拠等を十分検討した上で判断して県教育委

員会の姿勢を明らかにすべきだと思います。
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今回の判決で私が注目した内容は、地公法第１５条の成績主義に関し、

県教育委員会が定めた選考基準から逸脱した場合について、別案件のよ

うにまったく内部の問題として違法性を導くものではないという判断を

せず、県教育委員会の裁量基準・選考基準には合理性があるとして、こ

の拘束性を認め、この基準に違反した取扱いがなされた場合は違法であ

ると判断を示した箇所です。平成２０年の事件以降、県教育委員会とし

てきちんと試験改革を行い情実が入らない制度を頑ななまでに推し進め

てきたことは、正しい方向性だと思っていますし、裁判所も事件以前か

ら県教育委員会が定めていた選考基準をきちんと理解してくれたと考え

ていいのではないかと思っています。

ただし、判決の中では、県教育委員会内部で情実人事が行われてきた

ことも認定されており、これは県教育委員会として反省しなければいけ

ないと改めて感じさせられました。

県教育委員会は、現在行っている改革の方向性を今後も継続して進め

ることを、機会あるごとに繰り返して発信してきていますが、改めて県

教育委員会のとるべき姿勢は、この改革の道を貫徹していくことである

と思いました。

（工藤教育長）

他にございませんでしょうか。

報告にありましたように、この件については改めて議論させていただ

きたいと思います。

②平成２７年度おおいた子ども読書活動推進事業の取組について

（工藤教育長）

それでは、報告第２号「平成２７年度おおいた子ども読書活動推進事

業の取組について」曽根﨑社会教育課長から報告いたします。

（曽根﨑社会教育課長）

「平成２７年度おおいた子ども読書活動推進事業の取組について」３

点報告いたします。

資料１ページをご覧ください。初めに、「全国高等学校ビブリオバト

ル２０１５」決勝大会について報告いたします。芸術緑丘高等学校２年

阿部希望（あべのぞみ）さんが優勝の栄冠を勝ち取りました。ビブリオ

バトルとはおすすめの本を紹介するプレゼンテーション大会です。高校

生の読書活動を活性化させる目的で今年度より県大会を実施しており、

優勝した阿部さんを全国大会へ推薦しました。全国大会は各県及びブロ

ックの代表３６名により開催され、聴衆約５００人の投票により阿部さ

んが優勝しました。紹介した本「残像に口紅を」は世界から使える文字
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が少しずつ消え、その文字のつく人や物も消滅するというという異色な

物語で、小説でしか表現できない面白さをテンポよく伝えた姿勢が多く

の聴衆の心をつかみました。なお、次年度以降も、高校生のビブリオバ

トル県大会を継続する予定です。

資料２ページをご覧ください。平成２７年度「大分県子ども読書活動

コンクール」について報告いたします。本コンクールは、学校をはじめ

関係者の読書活動に対する意欲を引き出すために実施しております。１

月８日に、民間人を含む委員により厳正かつ公正に審査いただき、「１」

の審査結果のとおり入賞者が決定しました。「読書活動」最優秀賞の日

出町立豊岡小学校は県立図書館の団体貸出を活用した学級文庫や地域ボ

ランティアによる読み聞かせ、保護者を巻き込んだ家庭読書の推進など、

学校・地域・家庭が連携した取組が高い評価を得ました。また、「学校

図書館を活用した授業実践」最優秀賞の臼杵市立上北小学校は、学校の

年間指導計画や重点的取組に学校図書館の活用を明記し、学校図書館活

用月間を定めて、学校全体で図書館活用に取り組む姿勢が高い評価を得

ました。団体及び個人の部は日出町の「うさこちゃんのおひざ」が最優

秀賞となりました。社会福祉協議会と連携した乳幼児健診でのおはなし

会や妊婦への本の紹介など、絵本を通じて親子のコミュニケーションを

深める活動が高く評価されました。コンクール受賞者の表彰につきまし

ては、このあと説明します「第３回大分県子どもと本をつなぐネットワ

ークフォーラム」の中で行います。

資料４ページをご覧ください。「子どもと本をつなぐネットワークフ

ォーラム」についてです。このフォーラムは子どもの読書活動を支える

優れた実践の紹介とともに、講演会・研修会等の機会を提供することに

より関係者の資質向上を図り、子どもの読書活動の一層の推進をめざす

もので、１月３０日（土）に県立図書館において開催します。参加は県

下の読書ボランティア団体などの市民グループをはじめ、図書館、学校、

行政関係者など約２００人を予定しています。内容は、午前中に大分県

子ども読書活動コンクールの表彰式と講演会を行います。講演会の講師

は、「ゲド戦記」など優れた児童文学作品の翻訳で知られる児童文学者

の清水真砂子さんです。午後には、子ども読書関係者の交流会を行いま

す。各地域における読書関係者のネットワークづくりにつながるよう、

少人数グループでの意見交換を企画しています。

以上でございます。

（工藤教育長）

ただ今説明のありました報告につきまして、ご質問・ご意見等のある

方はお願いします。

（工藤教育長）
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ございませんでしょうか。

では、次の報告に移ります。

③大分県立中津北高等学校柔道事故調査報告書について

（工藤教育長）

それでは、報告第３号「大分県立中津北高等学校柔道事故調査報告書

について」蓑田体育保健課長から報告いたします。

（蓑田体育保健課長）

報告第３号「大分県立中津北高等学校柔道事故調査報告書について」

説明いたします。

資料をご覧ください。「１ 事故概要」ですが、事故は平成２７年５

月２１日１７時３５分頃、県立中津北高等学校柔剣道場において、初段

を有する１年生の部員が乱取り練習における攻防中に技を返され後頭部

を打撲し、急性硬膜下血腫の緊急手術を受けたというものです。現在、

医療機関でリハビリ中であり、一日も早い回復を願っているところです。

「２ 大分県柔道安全指導検討委員会について」ですが、事故後、現

場の確認や聞き取り調査により事実の確認等を行いましたが、改めて第

三者による大分県柔道安全指導検討委員会を設置し、事故の検証及び原

因の究明、再発防止策の検討を行っていただきました。委員につきまし

ては、医師で脳神経外科専門の森委員長をはじめ、弁護士、柔道関係者

それぞれ専門的な知識を有する４名の方々に依頼をし、平成２７年９月

２４日から１２月１４日までの約３ヶ月間に現地調査及び関係者からの

聞き取りを含む計５回の委員会を開催し、検証結果等を調査報告書にと

りまとめ、本年１月１４日に森委員長から工藤教育長へ提出されました。

「３ 大分県立中津北高等学校柔道事故調査報告書について」の「（１）

委員会の事故に関する見解」をご覧ください。検証方法は、体育保健課

が平成２２年２月に作成した「運動部活動指導の在り方」に照らしたも

のとなっており、「①活動計画」、「②生徒の健康状態や体力の把握」、「③

適切な指導」、「④監視体制」、「⑤設備」、「⑥事故後の対応について」、

そして「⑦結論」として見解が示されています。「①活動計画」をご覧

ください。生徒の年齢、知識、体力、技能等に応じた活動計画について

は運動部活動指導の在り方に沿った活動計画といえる。次に、「②健康

状態」の把握については生徒の健康状態の把握に問題があったとはいえ

ない。「③適切な指導」については生徒の能力に応じた指導、水分補給

を含めた休憩時間の確保については適切になされているといえる。「④

監視体制」については顧問教諭が練習中部員を指導監督しており、問題

があったとはいえない。「⑤設備について」は畳にクッション性があり、

問題があったとはいえない。「⑥事故後の対応について」は速やかな医
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療機関への通報、家庭への連絡等が行われており、速やかな対応が行わ

れていたといえるという見解です。最後に結論として、頭部打撲に起因

した急性硬膜下血腫の可能性が高い、乱取り練習中の一般的な技の攻防

の中で、タイミング、速度、方向及び角度などの状況が重なり発生した

もので、当該生徒及びその相手並びに顧問教諭の予見は極めて難しく、

偶発的に起こった不慮の事故である、事故前後の顧問教諭の指導や対応

に問題は認められないとの見解が示されました。

「（２）」の事故の再発防止に向けた今後の取組として、安全に配慮し

た指導を心がけ実践していたにもかかわらず事故が発生したことに鑑

み、一層の安全指導の徹底が必要とされ、①県教育委員会は、県柔道連

盟の協力の下、講習会や研修会の一層の充実を図ること。②各学校は、

適切な指導による事故防止と事故発生時の迅速な措置が講じられるよう

校内研修体制の充実を図ること。③指導者は、講習会や研修会などへ積

極的に参加し、自らの指導力を高めることなどの提言がなされました。

以上が調査報告書の主旨ですが、体育保健課では、今後、提出いただ

いた報告書を十分に活用し、再発防止に役立てていきたいと考えている

ところです。具体的には、調査報告書を各学校に示し校内研修等での活

用、運動部活動指導者や保健体育教員対象の研修会や講習会での活用で

す。早速、１月２３日・２４日に開催される全国高等学校柔道選手権大

会大分県予選会の監督会議の中で説明を行い注意喚起をしたいと思って

います。また、１月３０日には昇段審査会が行われますので、柔道連盟

にお願いし説明をしたいと思っています。また、事故防止や事故発生時

の対応マニュアルとなる「運動部活動指導の在り方」の内容の見直しも

検討していきたいと思っています。

以上でございます。

（工藤教育長）

ただ今説明のありました報告につきまして、ご質問・ご意見等のある

方はお願いします。

（岩崎委員）

今回の学校事故においては、第三者委員会を設置して検証した結果、

偶発的な不慮の事故であり、顧問教諭等の過失はなく事故後の対応も適

切であったという結論でしたが、学校事故で重大な結果が生じる事態は

今後も起こる可能性があります。今後、事故が発生した場合に原因の究

明や今後の在り方等を検討するための対応として、ケースバイケースだ

とは思いますが、第三者委員会を設置するかどうかの基準についての考

え方はどのようになっていますか。また、今回第三者委員会を設置した

経緯を教えてください。
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（蓑田体育保健課長）

基準については特にありません。委員のおっしゃるとおりケースバイ

ケースで検討していきたいと考えています。今回、第三者委員会を設置

した経緯については、事故後の県教育委員会での調査では内容等に問題

は見受けられませんでしたが、問題がない中で事故が発生したというこ

と、また、再発防止のためにも改めて事故を検証する必要があると考え

設置しました。

（岩崎委員）

県教育委員会の調査では問題が見つからなかったものの、今後の再発

防止のためにどのようなことを考えなければならないかということでの

設置ということですね。

柔道が危険性を内包する競技ということは周知の事実です。今回の第

三者委員会の結果では、偶発的に起こった不慮の事故という結論ですが、

柔道を行う場合は、危険性を内包しているということの注意を呼び掛け

るなど、学校現場に発信していただきたいと思います。また、事故を避

ける最大のポイントは受け身だと思います。受け身の練習に十分な時間

をかけられるよう徹底してほしいと思います。

（林職務代理者）

一般的な技の攻防で発生した事故ということですが、一般的な受け身

で対応できたのか、あるいは特殊な受け身が必要なケースだったのか、

専門家の方は何か言われていましたか。

（蓑田体育保健課長）

被害生徒については受け身の技能を十分習得していましたが、タイミ

ングや速度、方向などいろんな要素が重なって今回の事故が発生したと

いうことです。例えば、他の生徒が同じ状況となった場合、同じ結果に

なるかはわからないとのことでした。

（林職務代理者）

珍しいケースとは思いますが、様々なことに対応した受け身や基本的

な練習などについて、生徒にも十分注意喚起してほしいと思います。

（蓑田体育保健課長）

受け身を一層重視した指導とともに、生徒自身にも危険性が潜んでい

る競技であることをきちんと理解させる必要があるとの提言も受けてい

ますので、そのようなことを含めて指導をしていきたいと考えています。

（高橋委員）
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今回は柔道での事故でしたが、各スポーツにおいて指導マニュアルを

見直すなどして、今後事故が起こらないように指導を再確認してほしい

と思います。問題がなかったとしても最善の指導となるよう、安全面に

配慮した指導をお願いしたいと思います。

（松田委員）

平成２２年に作成された指導の在り方は、以前に発生した事故を踏ま

えながら、よくできていると思います。

今回は偶発的に起こった不慮の事故との結論でした。早めに専門家に

よる第三者委員会を設置し調査を行ったことは、保護者にとって安心で

きる対応だったと思います。再発防止に向けての取組も今後行っていく

ということで、今回の対応はすばらしかったと思います。

再発防止に向けては、指導者の自らの指導力の向上が一番大切になる

と思います。今後も、早期対応、保護者の理解、専門家の意見を聞くな

ど、より良い対応が行われることを期待します。

【協 議】

①県立学校における政治的教養の教育に関する指針（案）について

（工藤教育長）

それでは、協議の①「県立学校における政治的教養の教育に関する指

針（案）について」岩武参事監兼高校教育課長から説明いたします。

（岩武参事監兼高校教育課長）

〈説明概要〉

・国の通知や副教材に基づき、県立学校における政治的教養の教育の充

実と政治的中立性の確保を図るため策定するもの

・政治的教養の教育の取組方針、生徒に育成したい力、具体的な指導内

容と学習指導上の留意点等、生徒の政治的活動等についての留意点等

を説明

（工藤教育長）

ご質問・ご意見のある方はお願いします。

（首藤委員）



- 12 -

指針の基本的な考え方を踏まえたときに、県立中学校に政治的教養の

教育を持ち込む意義とその内容を教えてください。

（岩武参事監兼高校教育課長）

指針をそのまま配布したいと考えていますので、中学校で行う内容は

ないかもしれませんが、高校で学ぶ内容を踏まえて中学校の判断で進め

ていただきたいと考えています。

（首藤委員）

中学校の公民で行う内容以外のことを実施するということでしょう

か。

（岩武参事監兼高校教育課長）

高校ではこういうことを行うんだということを踏まえて、中学校で考

えていただきたいと思います。

（首藤委員）

市町村立学校でも同じようにするのですか。

（岩武参事監兼高校教育課長）

市町村教育委員会へはお知らせの意味で通知はしたいと考えていま

す。

（首藤委員）

県立中学校と市町村立学校で差がつかないようしていただきたいと思

います。

（岩武参事監兼高校教育課長）

そこは工夫していきたいと思います。

（岩崎委員）

副教材「私たちが拓く日本の未来」を一般の方が入手するには、どう

すればよいですか。

（岩武参事監兼高校教育課長）

文部科学省のホームページから入手できます。

（岩崎委員）

政治的中立性が大切だと思いますが、社会で問題となっていることや

国会で話題になっていることを取りあげなければ、生徒が現実に政治的
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活動をなす場合、自分で考えて方針をたてるという政治的教養を養うこ

とはできないと思います。一方で、教え方によっては生徒の考え方が偏

ることもありえますし、そうなると保護者の方から厳しいご意見をいた

だくことになると思います。Ｑ＆Ａでも現実に政治問題となっている事

柄の取扱いが触れられていますが、実際の政治的な話題や論争のある事

柄を取りあげる際のマニュアルのようなものはあるのでしょうか。例え

ば、各政党の主張を取りあげて授業を行うというようなマニュアルはあ

りますか。また、今後示す予定ですか。

（岩武参事監兼高校教育課長）

個々の具体的なマニュアルというのは難しいと思います。Ｑ＆Ａでも、

論争のある事柄を取り扱う場合は多面的な見方の提示や議論を深めるこ

とが重要と示していますが、それだけではなかなか授業は充実しないと

思いますので、政治的中立性の確保を含めて適切に指導できるよう、研

修を充実したいと考えています。

（林職務代理者）

１人で行う授業では、政治的中立性の確保はなかなか難しい面もある

のではないでしょうか。例えば、校長が授業を見るとか、複数の教員で

指導するといった工夫をしてはいかがでしょうか。また、授業はできる

だけ公開にして、多くの人に見てもらうべきではないでしょうか。

（岩武参事監兼高校教育課長）

指導法を工夫する中で、教科書で扱われているもの以外の教材で授業

等を実施する場合は、必ず複数の教員で議論の上、実施するように指導

していきたいと思います。また、授業等を公開して議論を深めていくよ

うな指導もしてまいりたいと思います。

（松田委員）

市町村で行っている子ども議会の様子を見たことがありますが、首長

や議員が来ている中で、子どもたちが立派に意見を出していました。高

校で教えなければならないこともあると思いますが、小中学校でも議会

等の協力を得ながら取り組んでいると思います。政治に関心のある児童

生徒もいますし、子どもたちはすでに学ぶ素地はあるのではないでしょ

うか。互いに意見を出し合うということで言うと、児童会や生徒会は意

見を出し合いながら行われています。日本人の自覚ということで言うと、

グローバル社会を生き抜くために、ＡＬＴや地域の外国人を学校に招い

て意見を聞くなどしています。義務教育としてやるべきことをやってい

ると思いますし、そこは大学でも感じます。素地はできていると思いま

すので、大人がしっかりと見守っていくことが大切だと思います。
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（高橋委員）

若い人が社会参画に興味を持つ一つのきっかけになってほしいと思い

ます。また、指導にあたっては、複数人での指導などの工夫をしていた

だきたいと思います。

（工藤教育長）

今回の協議の結果を踏まえて進めてまいりたいと思います。

（工藤教育長）

それでは、先に非公開と決定しました議事を行いますが、その前に、

公開でその他、何かございませんか。

では、先に非公開と決定しました議事を行いますので、関係課室長の

み在室とし、その他の課室長及び傍聴人は退出してください。

（関係課以外及び傍聴人退出）

【議 案】

第１号議案 教職員の懲戒処分について

（工藤教育長）

それでは、第１号議案「教職員の懲戒処分について」提案しますので、

藤本教育人事課長から説明いたします。

（説 明）

（工藤教育長）

ただ今、説明のありました議案について審議を行います。ご質問・ご

意見等のある方はお願いします。

（質疑・意見等）

（工藤教育長）

それでは、第１号議案の承認についてお諮りいたします。第１号議案

について承認される委員は挙手をお願いします。

（採 決）
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（工藤教育長）

第１号議案については、提案どおり承認します。

第２号議案 教職員の懲戒処分について

（工藤教育長）

それでは、第２号議案「教職員の懲戒処分について」提案しますので、

藤本教育人事課長から説明いたします。

（説 明）

（工藤教育長）

ただ今、説明のありました議案について審議を行います。ご質問・ご

意見等のある方はお願いします。

（質疑・意見等）

（工藤教育長）

それでは、第２号議案の承認についてお諮りいたします。第２号議案

について承認される委員は挙手をお願いします。

（採 決）

（工藤教育長）

第２号議案については、提案どおり承認します。

（工藤教育長）

それでは、最後にその他、何かございませんか。

ないようですので、これで平成２７年度第２０回教育委員会会議を閉

会します。

お疲れ様でした。



平成27年度第20回大分県教育委員会会議次第

日時 平成２８年１月１９日（火）

１３：３５～１５：０５

場所 教育委員室

１ 開 会

２ 署名委員の指名

３ 議 題

（１）議 案

第１号議案 教職員の懲戒処分について

第２号議案 教職員の懲戒処分について

（２）報 告

①取消訴訟の判決について

②平成２７年度おおいた子ども読書活動推進事業の取組について

③大分県立中津北高等学校柔道事故調査報告書について

（３）協 議

①県立学校における政治的教養の教育に関する指針（案）について

（４）その他

４ 閉 会



取消訴訟の判決について (報告)

平成２８年１月１９日
教 育 人 事 課

１ 事 件 名 教員採用決定取消処分取消等請求事件 （第一審）

２ 判決期日 平成２８年１月１４日 （於：大分地方裁判所）

３ 当 事 者 【原 告】 氏

【被 告】 大 分 県

４ 原告の請求の趣旨
① 教育委員会が行った平成20年9月8日付け採用決定取消処分（以下「本件取消処分」
という）の取消しを求める。

② 原告が被った精神的苦痛に対する慰謝料等として７７０万円を支払え。

５ 判決の結果
（１）主 文
・ 被告は、原告に対し、４００万円を支払え。

・ 原告のその余の請求をいずれも棄却する。

（２）事実認定
・ 平成２０年度選考試験において、当時の教育審議監に対し、大分大学教授から、
原告を含む同教授の勉強会に参加していた学生について口利き依頼がされた結果、
原告については、二次試験の成績に 点が加えられるという改ざん行為がされ、
本来 位であった順位も合格水準を上回る 位の成績を収めたものとして合格
判定がされた。

（３）争点に対する判断
① 本件採用の違法性について
・本件採用については、重要な事実の基礎を欠く場合や、その判断が著しく合理性
を欠くなど社会通念上看過し得ない瑕疵がある場合に限り、裁量の範囲を超え、
又は濫用したものとして違法になる。

・ 本件採用は、唯一の判断資料である本件選考試験の成績という重大な事実につ
いての基礎を欠き、しかも、上記口利きにより合否判定が歪められており、社会
通念に照らしても看過できるものではなく、裁量権を逸脱し又は濫用したものと
して違法である。

② 本件取消処分の適法性について
・ 本件取消処分が適法か否かは、本件採用を維持することによる公益上の不利益
と、これを取り消されることによる原告の不利益との比較衡量による。

・ 本件採用を維持することによる公益上の不利益は、原告が被る不利益と比較し
ても重大であり、本件採用を維持することは公共の福祉の観点に照らし、著しく
相当性を欠くから、本件取消処分は適法である。

③ 国家賠償法上の違法性について
・ 本件取消処分が違法であるとは認めがたいが、取り消された本件採用は、上記
の改ざん行為に基づいており、地方公務員法15条に反する処分である。

・ 取り消さざるを得なかったような本件採用は、県教委の内部において、違法行
為が横行する中で行われたものであり、教諭を目指して真摯に取り組んでいた原
告らの信頼を裏切るものであって、到底許されるものではなく、その違法性は重
大であり、これは慰謝料額を算定する上でも特に重視されるべき事情といえる。

以 上

［資料＿報告①］
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全国高等学校ビブリオバトル 2015 について 

 

 

 
主 催： 活字文化推進会議 （主管：読売新聞社） 
開催日： 平成２８年１月１０日（日） 
会 場： よみうり大手町ホール（東京都千代田区） 
出場者： ３６名（各県大会または地方ブロック大会の優勝者が出場）  
聴 衆： 約５００名（一般募集） 
予 選： 出場者３６名を６グループに分けて予選を実施。 
決 勝： 各予選グループの優勝者６名で決勝を行う。 
選 考： 聴衆の投票数 
 

【参考】 

大分県高校生ビブリオバトル 2015 第 1回大会（平成 27年 8月 5 日） 

・大会の優勝者を県代表として、読売新聞社主催の全国大会へ推薦（旅費は読売新聞社負担） 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

成果：高校生自身が本の魅力を語ることにより、発表者だけでなく、聴衆者である高校生の 
読書意欲を喚起することにつながった。 

 

会場：ホルトホール大分 
日程：予選（6会場）       10：40～12：00 
   決勝（各会場の代表 1名×6）13：00～15：00 
【参加者数】 合計 197人 42校 
・高校生 120人（発表者：37人、聴衆：83人） 
・学校関係者 77人 

【結果】 

○優勝者：芸術緑ヶ丘高校２年 阿部希望（得票：78票）
紹介本：『残像に口紅を』筒井康隆／著 

【優勝】 大分県立芸術緑丘高等学校  ２年 阿部 希望（あべ のぞみ） 

紹介本：『残像に口紅を』筒井康隆／著 

【ビブリオバトル（知的書評合戦）とは】 

・参加者がそれぞれおすすめの１冊を持ち寄り、決められた時間内で本の紹介をする 

プレゼンテーション大会。 

・「どの本が一番読みたくなったか」を基準として投票を行い、最多投票本を選ぶ。 

平成 27 年度おおいた子ども読書活動推進事業の取組について 

資料① 

［資料＿報告②］
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１ 平成 27 年度大分県子ども読書活動コンクール審査結果について 

○学校の部  
 

 

 

 

 

 

 

 

 
○団体及び個人の部  

 
 
 
 
 

 

２ 審査委員会について 

○日時   平成２８年１月８日(金)９時３０分～１２時００分 

○場所   大分県庁本館 ３２会議室（３階） 

 ○審査委員  ７名（学識経験者、ＰＴＡ関係者、報道関係者、行政関係者等） 

○選考の観点 ・活動の先進性、継続性及びその有効性について書類による選考 

・学校については体制整備・環境整備を、個人・団体においては活動 

実績及び活動体制を客観点として採点。 

 

３ 大分県子ども読書活動コンクールについて 

○趣旨  子どもの読書活動における取組において優れた実践を行っている学校、団

体及び個人の優秀な事例を表彰する。さらに、その成果を広く紹介し、子ど

もの読書活動についての関心と理解を深め、読書活動への参画を啓発するこ

とにより、子どもの読書活動の一層の推進に資する。 

 ○募集期間 平成２７年１０月１日（木）～１２月４日（金）（当日消印有効） 

 ○応募状況 

募集部門 応募数  Ｈ２７ Ｈ２６ Ｈ２５

学校の部 「読書活動」 
７ 

小６、高１  
6 6 

「学校図書館を活用

した授業実践」 
４ 

小３、中１  
4 9 

団体及び個人の部 
１１ 

大分市１、日田市２、  

豊後高田市１、宇佐市１、

玖珠町１、佐伯市２  

8 25 

合      計  
２２ 

 １８ ４１ 

○審査発表及び表彰 

 「子どもと本をつなぐネットワークフォーラム」において表彰。 

  ・日時  平成２８年１月３０日(土)午前１０時００分～午後２時４５分 

  ・場所  大分県立図書 

(1)【読書活動】  
最優秀賞  日出町立豊岡小学校  日出町  
優秀賞  豊後大野市立大野小学校  豊後大野市

優秀賞  杵築市立東小学校  杵築市  
(2)【学校図書館を活用した授業実践】  
最優秀賞  臼杵市立上北小学校  臼杵市  
優秀賞  中津市立山口小学校  中津市  
優秀賞  豊後大野市立朝地中学校  豊後大野市

団体及び個人の部  
最優秀賞  うさこちゃんのおひざ  日出町  
優秀賞  「きずな」（生綱）  臼杵市  
優秀賞  寒田小学校よみきかせサークル  

きいてきいてクラブ  
大分市  

平成 27 年度おおいた子ども読書活動推進事業の取組について 
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平成２７年度大分県子ども読書活動コンクール入賞校及び団体等について 

○学校の部・「読書活動」    応募数  ７校  
（最優秀賞） 日出町立豊岡小学校 （日出町）  
県立図書館から各学級 ５０冊ずつ本を借 りて学級文庫を設置したり、ベンチがある共有スペース

等を読書コーナーとするなど、読書を促す環境づくりが進んでいる。また、司書教諭と学力向上支援

教員が公開授業を実施するなど牽引役となり、学校全体で学校図書館を活用する研究も進めてい

る。さらに、地域ボランティアによる読み聞かせや保護者を巻き込んだ家庭読書等が行われており、

読書環境の充実に向けて、学校 ・家庭 ・地域が連携して取組を進めている点が高く評価された。  
（優秀賞）  豊後大野市立大野小学校 （豊後大野市）  
 絵本作家を招き、児童の目の前で絵を描きながら読み聞かせ等を行ってもらう「絵本ライブ」の取

組が実施された。縦割り班活動でのリーディングバディ（ペア読書活動）や図書集会など、子どもたち

の読書を促すための全校で一斉に行われる取組が評価された。 

（優秀賞）  杵築市立東小学校 （杵築市）  
 給食の準備中やプリントの作業後などちょっとした時間に全校で読書をする「すき

ま読書」を日常的に取組んでいる。また、楽しみながら子どもの読書の幅を広げる「読書ビンゴ」

等の継続的な取組が評価された。  

  

○学校の部・「学校図書館を活用した授業実践」    応募数  ４校  
（最優秀賞） 臼杵市立上北小学校 （臼杵市）  
 １０～１１月を学校校図書館活用月間に位置づけ、国語や道徳、総合的な学習の時間等で学校

図書館を活用した授業が行われている。図鑑や辞典等で調べる力をつけるために行う「学校図書館

クイズ」や、幅広い分類の本で調べる力をつけるための「スタンプラリー」は、学校司書・図書館担当・

図書委員会児童が連携して行っている。学校図書館の「学習 ・情報センター」機能を強化する研究

が行われ、本とＩＣＴを併用した情報活用能力の育成に向けた数多くの取組が高く評価された。  
（優秀賞）  中津市立山口小学校 （中津市）  
学校図書館の学習情報センター機能を生かした課題解決型学習の在り方について研究

が深められている。全教科で図書館を活用した授業の取組が行われている点や新聞を活用

した取組等が評価されました。  
（優秀賞）  豊後大野市立朝地中学校 （豊後大野市）  
連携型小中一貫校であることを生かして中学生による小学生への読み聞かせ活動が行

われている。また、学年ごとに図書館オリエンテーションを実施するなど、発達段階に応

じた読書指導が行われている点が評価された。  

 
○団体及び個人の部   応募数   １１団体

（最優秀賞） うさこちゃんのおひざ（日出町）  
 社会福祉協議会と連携し、妊婦を対象に「わらべ歌 」と「はじめての絵本 」の紹介を行い、また、１

歳６ヶ月検診では乳幼児と保護者を対象とした「おはなし会」を定期的に実施している。母親学級で

絵本への関わりの良 さを伝える取組を大切に活動している。また、研修会や交流会に積極的に参

加したり、講師を招いた学習会を実施したりするなど、会員の資質向上に向けた取組が充実してい

る点が高く評価された。  
（優秀賞）  「きずな」（生綱） （臼杵市）  
 小学校での読み聞かせ活動等に加え、野上弥生子生誕１３０周年記念事業に関わるなど、「うす

き読書のまちづくり」へ積極的に参画した取組が評価された。  
（優秀賞）  寒田小学校  よみきかせサークル きいてきいてクラブ（大分市）  
 小学校での読み聞かせ活動を中心に、パネルシアターの製作や新聞を活用したエコバックづくり

など活字を身近に感じさせる工夫ある取組が評価された。 

 

平成 27 年度おおいた子ども読書活動推進事業の取組について 
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13:10  交流会 

 ～子どものために、みんなでつながろう！～ 

★ワールド・カフェ方式で、リラックスしながら 

楽しく子どもの読書について語りましょう！ 

★どなたでも参加できます       

14:45  閉会 

子どもと本をつなぐ 

10:00  オープニング 

10:10  大分県子ども読書活動コンクール 

入賞者表彰 

10:40  清水 真砂子氏講演 

12:10  休憩 

                           

プ ロ グ ラ ム 

日 程 平成２８年  月  日（土）

会 場 大分県立図書館  視聴覚ホール・研修室 

対 象 

ネットワークフォーラム 

子どもの読書活動に取り組む市民グループ、図書館・学校・大学等の関係者、 

行政関係者、民間団体のほか、子どもの読書活動に関心のある方など 200 名程度 

清水 真砂子氏（児童文学者・翻訳家） 講演 

参

加

者

募

集 

! 

講師プロフィール：清水 真砂子（しみず まさこ） 氏 

1964年静岡大学教育学部卒業後、静岡県立島田高等学校の英語教諭として９

年間勤務。高校教諭時代から児童文学の評論と翻訳を始める。1976 年 4 月

より2010年3月まで青山学院女子短期大学専任教員。現在同大名誉教授。

『ゲド戦記』シリーズ全６巻（日本翻訳文化賞受賞）、マーヒー『ゆがめられ

た記憶』など訳書多数。著書に、『子どもの本の現在』、『子どもの本のまなざ

し』（日本児童文学者協会賞受賞）、『大人になるっておもしろい？』等がある。

2014年5月、日本児童文芸家協会より児童文化功労賞受賞。 

 

ワールド・カフェとは 
ワールド・カフェとは、“カフェ”にいるようなリラックスした雰囲気

のなか、参加者が少人数に分かれたテーブルで自由に対話

を行い、ときどき他のテーブルとメンバーをシャッフルしながら

話し合いを発展させていく話し合いの手法です。 

 

 子どもの読書活動のために 

できることを、いっしょに 

考えてみませんか？ 

大 第 3 回 分 県 

主催：大分県教育委員会 社会教育課

資料③ 
平成 27 年度おおいた子ども読書活動推進事業の取組について 
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大分県立中津北高等学校柔道事故調査報告書について（概要）

１ 事故の概要

（１）発生日時及び場所

日時：平成２７年５月２１日（木）１７時３５分頃

場所：県立中津北高等学校柔剣道場

（２）事故内容及び経過

・初段を有する１年生の部員が、乱取り練習における攻防中、技を返され

後頭部を打撲 → 急性硬膜下血腫の緊急手術

・現在、リハビリを行える医療機関でリハビリ中

２ 大分県柔道安全指導検討委員会について

（１）設置の趣旨と役割

・第三者（外部有識者）による委員会

・事故の検証及び原因の究明、再発防止策の検討

・報告書を作成 → 教育長に提出

（２）委員名簿

委員長 森 照明 医師（大分岡病院院長：脳神経外科専門）

安部 茂 弁護士（いつき法律事務所）

委 員 阿部 淳 別府大学文学部講師（柔道専門）

穴井 隆信 県柔道連盟理事長（柔道専門）

（３）委員会開催期日、場所

第１回：平成２７年 ９月２４日（木） 大分県庁舎別館

第２回：平成２７年１０月 ７日（水） 大分県立中津北高等学校

第３回：平成２７年１１月 ２日（月） 大分県庁舎別館

第４回：平成２７年１２月 ３日（木） 大分県庁舎別館

第５回：平成２７年１２月１４日（月） 大分県庁舎別館

※第２回は、現地調査及び関係者からの聴き取りを実施

３ 大分県立中津北高等学校柔道事故調査報告書について

（１）委員会の事故に関する見解（運動部活動指導の在り方と照合）

① 活動計画

生徒の年齢、知識、体力、
→

運動部活動指導の在り方に沿った

技能等に応じた活動計画 活動計画といえる

② 健康状態の把握

生徒の健康状態や体力の把握 → 問題があったとはいえない

③ 適切な指導

生徒の能力に応じた指導
→ 適切になされているといえる

休憩時間の確保（水分補給）

④ 監視体制

顧問教諭が練習中部員を指導監督 → 問題があったとはいえない

⑤ 設備について

畳（クッション性有） → 問題があったとはいえない

⑥ 事故後の対応について

速やかな医療機関への通報、
→

速やかな対応が行われていたと

家庭への連絡等 いえる

⑦ 結論

・頭部打撲に起因した急性硬膜下血腫の可能性が高い

・乱取り練習中の一般的な技の攻防の中で発生

・技のタイミング、速度、方向及び角度などの

状況が重なり発生 →偶発的に起こった

・当該生徒及びその相手並びに顧問教諭の予見 不慮の事故

は極めて難しい

・事故前後の顧問教諭の指導や対応 → 問題は認められない

（２）事故の再発防止に向けて（今後の取組）

安全に配慮した指導を心がけ実践し
→ 一層の安全指導の徹底

ていたにもかかわらず事故が発生

① 県教育委員会の取組

県柔道連盟の協力の下、講習会や研修会の一層の充実

② 各学校の取組

適切な指導による事故防止と事故発生時の迅速な措置が講じられ

るよう校内研修体制の充実

③ 指導者の取組

講習会や研修会などへ積極的に参加し、自らの指導力を高める

［資料＿報告③］
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「県立学校における政治的教養の教育に関する指針（案）」について

１ 作成の目的

国の通知や副教材等に基づき、県としての方向性を定め、その内容

を各県立学校に周知し、県立学校における政治的教養の教育の充実と

政治的中立性の確保を図る。

２ 作成の方針

（１）作成の契機

「公職選挙法等の一部を改正する法律の施行について」(通知)
（総務大臣：総行選第 42号 平成 27年 6月 19日）

（２）国の通知に基づき作成

①「高等学校等の生徒向け副教材「私たちが拓く日本の未来」等

の公表について」(通知)
（文部科学省初等中等教育局教育課程課：事務連絡平成 27年 9月 29日）

②「高等学校等における政治的教養の教育と高等学校等の生徒に

よる政治的活動等について」(通知)
（文部科学省初等中等教育局長：27文科初第 933号平成 27年 10月 29日）

（３）関係機関等との協議、共通理解の下、作成

①県選挙管理委員会、関係各課、校長の代表者等による関係者協

議会を実施（２回）

②県立学校長会議での説明・協議の実施（平成 27年 12月 1日）

③記載内容の検討における県選挙管理委員会及び法務班との連携

協力

（４）作成上の配慮

作成にあたっては、各学校が指導する際に使用しやすいように、

本指針に端的に必要かつ十分な要素を盛り込んだ。

３ 「主権者教育」と「政治的教養の教育」について

○教育長計における「主権者教育」の用語解説

「社会・経済の仕組みを理解し、主体的に社会の形成に参画する、自立

した主権者として必要な能力・態度を育成する教育のこと。広義には「社

会の構成員としての市民が備えるべき市民性を育成するために行われる

教育」とされるが、選挙権年齢の引下げへの対応が求められる中で、特

に政治的主体としての資質や能力を育む観点からは「政治的教養の教育」

と同義的に用いられる。

［資料＿協議①］
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県立学校における政治的教養の教育に関する指針 【概要】 

 

Ⅰ 本指針の基本的な考え方 
 文部科学省が作成・配布した副教材や昭和４４年の通知の見直し等に基づき、主権者教育、

特に政治的教養の教育の充実を図るため、①現実の具体的政治事象を取り扱うことによる政治

的教養の育成、②違法な選挙運動等を行うことがないような選挙制度の理解を図ることを目指

し策定。 
各県立高等学校、特別支援学校高等部及び県立中学校においては、本指針に従い、政治的教

養の教育を推進。 
 

Ⅱ 高等学校等における政治的教養の教育 

 １ 政治的教養の教育の取組方針 

（１）政治的教養の教育の充実 

(２) 学校の政治的中立性の確保 

 

２ 政治的教養の教育を通して生徒に育成したい力 

 

 

① 学習指導要領に基づいて、系統的、計画的に実施。公民科の授業が中心となるが、総

合的な学習の時間や特別活動なども活用。 

 ② 政治や選挙についての理解を重視するとともに、論理的思考力、公正に判断する力、
課題を協働的に追究し解決する力、公共的な事柄に自ら参画しようとする意欲や態度等

を育成。 

 ③ 具体的な政治的事象も取り扱い、より一層具体的かつ実践的な指導を充実。 
 ④  結論に至るまでの冷静で理性的な議論の過程が重要であり、生徒の考えや議論が深ま
るよう様々な見解を提示。 

 ⑤ 選挙管理委員会との連携などにより、実際の選挙の際に必要となる知識を得たり、   
模擬選挙などの実践的な教育活動を通して理解を深めることができるよう指導。 

① 教員は学校教育に対する国民の信頼を確保するため公正中立な立場で指導。個人的な

主義主張は避ける。 
② 特定の見方や考え方に偏った取扱いにより、生徒が主体的に考え、判断することを妨

げたり、特定の政治上の主義若しくは施策、特定の政党や政治団体等を支持し、又は反

対したりすることとならないよう留意。 
③ 特定の政治的立場に立って生徒に接することのないよう、また不用意に地位を利用し

た結果とならないよう留意。 

① 論理的思考力（とりわけ根拠をもって主張し他者を説得する力） 

 ② 現実社会の諸課題について多面的・多角的に考察し，公正に判断する力 

 ③ 現実社会の諸課題を見出し，協働的に追究し解決（合意形成・意思決定）する力 

 ④ 公共的な事柄に自ら参画しようとする意欲や態度 

３ 高等学校等における具体的な指導内容と学習指導上の留意点 

      公民科等における学習指導要領に基づく指導内容の他、副教材「私たちが拓く日本の未

来」等を活用した学習内容についても計画的に実施。 
 

Ⅲ 高等学校等の生徒の政治的活動等 
 １ 生徒の政治的活動等についての留意点 

（１）生徒がその本来の目的を逸脱し、教育活動の場を利用して選挙運動や政治的活動を行

うこと、また、放課後や休日等であっても、構内において選挙運動や政治的活動をおこ

なうことは、学校の政治的中立性の確保や学校施設の管理の上での支障等の観点から認

めない。 

  （２）放課後や休日等に学校の構外で行われる生徒の選挙運動や政治的活動について 

 
Ⅳ インターネットを利用した政治的活動等について 
利便性、有用性が認められる一方で、公職選挙法上認められていない選挙運動を生徒が行

ってしまうといった問題が生じる可能性があることから特に十分な指導を実施。 
 
Ⅴ 家庭や地域の関係団体等との連携・協力について 
  学校としての方針を保護者やPTA等に十分説明し、共有すること等を通じ、家庭や地域の
関係団体等と連携・協力。 

 

 

① 放課後や休日等に学校の構外で行われる選挙運動や政治的活動は、家庭の理解の下、

生徒が判断。 

② 校長は、違法、暴力的なもの、違法若しくは暴力的な政治的活動等になるおそれが高

いと認められる場合には、制限又は禁止。 

③ 校長は、次の場合、必要かつ合理的な範囲内で、制限又は禁止することも含め、適切

に指導。  

・生徒が政治的活動等に熱中する余り、学業や生活などに支障があると認められる場合

・生徒が政治的活動等に熱中する余り、他の生徒の学業や生活に支障があると認められ

る場合 

・生徒が政治的活動等に熱中する余り、生徒間における政治的対立が生じるなどして学

校教育の円滑な実施に支障があると認められる場合 

④ 校長は、満１８歳以上の生徒が選挙運動をできるようになったことに伴い、これを尊

重。その際、生徒が公職選挙法等の法令に違反することがないよう、生徒に対し、公職

選挙法上特に気を付けるべき事項などについて周知。 
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